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(1) 　本表の1～５号型（組立）マンホールについては、本管の管種が「下水道用鉄筋コンクリート管及び硬質塩化ビニル管」の場合に適用し、

5号型以上の現場打マンホールについては、推進管の場合に適用する。

(2) 　起点中間マンホールは本線と流入管が直線の場合に適用し、会合マンホールは管と管のなす角が90°の場合に適用する。なお、いずれも段差が

ない場合を想定している。

(3) 組立５号と記載のある組み合わせのうち、会号マンホールの流入管径が600mm以下の場合は、５号（S）（□1900×1200)も適用でき、

700mm以上の場合には5号（□1900×1900）も適用できる。

(４)  本表は標準であり、これにより難い場合は別途考慮すること。
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名　称 標 準 マ ン ホ ー ル 適 用 表

会 合 マ ン ホ ー ル 〔 流 入 管 径 (mm) 〕

　鞘管・緩和区間等で流入側管径が
本管側管径より大きくなる場合には
本管側と流入側を読み替えること。 中間

マンホール

2号

会合点
マンホール

（○1200）

3号
4号（○1500）

5号（□1900×1900）組立５号（○1800）

（○2200）

6号
（□2200×1200） （□2200×2200）

7号（S） 7号
（□2700×2700）

8号（S）
（□2700×1200）

8号
（□3100×1200） （□3100×3100）

（□3600×1200）

9号
（□3600×3600）

9号（S）
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